
富士市建設工事監督規程の運用について（14ページ） 新旧対照表                             （＿：改正部分） 

 改正前 改正後 

   （監督員の体制） 

２. 第２条第２項の監督員の体制について、請負代金額５００万円未満の

工事は、主任監督員、担当監督員とすることができる。 

   また請負代金額130万円未満による工事は、担当監督員とすることがで

きる。 

 

（監督員の工事成績評定） 

３. 第６条第３号の工事成績評定は、請負代金額130万円未満による工事は

省略することができる。 

   （監督員の体制） 

２. 第２条第２項の監督員の体制について、請負代金額５００万円未満の

工事は、主任監督員、担当監督員とすることができる。 

   また請負代金額200万円以下による工事は、担当監督員とすることがで

きる。 

 

（監督員の工事成績評定） 

３. 第６条第３号の工事成績評定は、請負代金額 200 万円以下による工事は省

略することができる。 

 

  

 
 
富士市建設工事検査規程の運用について（112ページ） 新旧対照表                             （＿：改正部分） 

 改正前 改正後 

5.第8条の工事成績評定は、請負代金額130万円未満による工事は省略するこ

とができる。 

5.第8条の工事成績評定は、請負代金額200万円以下による工事は省略するこ

とができる。 
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